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１．はじめに 
大阪府豊中市では、平成13年度より交通バリアフリー
基本構想策定の取組を開始した。市内に立地する13駅全
てで基本構想を策定するため、市内を9地区に区分し、4
期に分け構想を随時策定した。基本構想策定にあたって
は、ワークショップやアンケート等による、市民参加に
よる策定プロセスに基づき検討が進められた。 
本稿ではそのうち、平成14年6月に基本構想を策定し
た緑地公園駅地区での取組事例を紹介する。本地区では、
歩行者の安全性を確保するための歩道設置が長年地元よ
り要望されていたが、歩道設置には一方通行化が必要で
あり、地域の合意形成を図ることが求められた。そこで、
事業の計画段階においてワークショップ、アンケート、
社会実験等で住民の意見をふまえたうえで整備内容を確
定し、事業実施後も事後評価を実施した。 
このような、上位の計画策定段階から具体の事業実施
まで一連の市民参加プロセスに基づき実施した事例から、
市民参加における今後の課題を考察する。 
 
２．豊中市の交通バリアフリーの取組  
（１）基本構想策定における市民参画プログラム 
図-1に、豊中市が実施した交通バリアフリーの構想策
定から事業実施に至るまでの組織と、市民参加のメニュ
ーを示す。構想策定は、それぞれの地区の基本構想検討
委員会と、ワークショップ行いながら進められた。事業
実施段階でも、各地区に「バリアフリー推進協議会」を 
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設置した。 
さらに、勉強会、アンケート調査、パブリックコメン
ト等、様々な機会を設けてできるだけ多くの方々の意見
を反映させながら、基本構想が策定された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－１ 豊中市の交通バリアフリー市民参画プログラム 
 
 
（２）緑地公園駅地区の取組経緯 
本地区は、豊中市北部の千里ニュータウンの南側に位
置し、北大阪急行緑地公園駅を中心とする地区である。
駅周辺は住宅地であり、公園や緑地も多く、大阪のベッ
トタウンとして良好な住環境が形成されている。 
本地区では、上記市民参画プログラムに基づき、平成
14年６月に、交通バリアフリー基本構想が策定された。
基本構想策定にあたっては、アンケート調査やワークシ
ョップ（6回・市民のべ266人参加）等が実施され、それ
らで得られた市民の意見を反映し、駅舎内外のエレベー
ター、スロープの設置、信号の音響化、歩道のバリアフ
リー化等の事業メニューが記載された。 
さらに事業の適正な進行管理を行なうため、平成14年
10月に、「緑地公園駅地区バリアフリー推進協議会」が
設立された。協議会は事業者と市民代表で構成され、定
期的に年1～2回程度開催された。会議ではバリアフリー
化事業の進捗状況について各事業者からの報告や意見交
換が実施された。また、本稿で事例報告する路線につい
ては地区内の合意形成を図る必要があることから、「寺
内第１２号線等地区交通問題検討部会」を別途立ち上げ
た。



２．寺内第12号線のバリアフリー化 
（１）路線を取巻く状況 

 寺内12号線は、幅員7.0mの対面通行で歩道が設置され
ておらず、歩行者は路側帯を通行する状況であった。 
地区内の主要幹線道路として、寺内12号線西側の都市
計画道路（千里園熊野田線）が予定されていたが未完成
であり、本路線以外に地区内外を結ぶ経路がほとんどな
い事から、駅へ移動するための主要な道路として、自動
車、歩行者等が集中していた。 
 以前より、歩行の安全性を確保するため歩道設置を求
める要望があったが、歩道を設置するためには一方通行
化する必要があり、地域の合意形成が求められた。地区
内には歩道設置を求める意見だけではなく、一方通行化
により迂回路となる路線の環境悪化、自動車交通の利便
性の低下等を懸念する住民や、売り上げの減少を危惧す
る商業者等による根強い反対意見もあり、一方通行化に
よる歩道設置に対する賛否が二分していた。そのため基
本構想の中では、12号線の歩道設置は、「バリアフリー
化事業として位置づけしていないが、引き続き検討が必
要」と記載された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２ 寺内第12号線の位置 
表－１ 一方通行化による歩道設置に対する主な意見 

  

（２）整備案の検討経緯 
 a）合意形成の進め方 
 交通バリアフリー基本構想策定後、「緑地公園駅地区
バリアフリー推進会議」、「寺内第１２号線等地区交通
問題検討部会」等で１２号線の問題について地元住民を
中心に話し合いを進めたが、明確な合意に至る事ができ
なかった。そのためワークショップ、社会実験、アンケ
ートを行いながら、整備方針を検討する事とした。合意
形成の進め方を図-3に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－３ 合意形成の進め方 
 
 b）ワークショップの開催状況 
ワークショップは、具体的な内容を意見交換しながら、
様々なご意見を頂く場として位置づけ、３回開催された。
自治会を通じて参加者を募り、毎回20名程度の参加者で
意見交換が行われた。一方通行化による歩道設置賛成者
の参加が多かった事から、市からの呼びかけにより反対
意見を持つ住民の参加も促し、賛成・反対両方の視点か
らの討議が実施された。 
ワークショップでは、歩道設置案に対する意見や、社
会実験やアンケート調査の結果やそれをふまえた対応策
についての討議を行った。事務局からの状況説明や案の
説明後、グループにわかれての討議を行い、その結果を
代表者が発表した。 
参加者の多くは、賛成・反対それぞれの立場での主張
を持っており、当初は各自の意見を一方的に話す傾向に
あった。しかし話し合いを通じて、様々な意見や考え方
があることを各参加者が理解する傾向にあった。 

表－２ ワークショップの開催状況 
 

 
 
 
 
 

 

④閉鎖
⑤閉鎖 
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回 数 開催日時 参加市民 内 容 

第１回 H17.11 20名 一方通行化による歩道設置案に
ついて意見交換。 

第２回 H18.9 22名 実験内容の確認。一方通行化によ
る歩道設置案の課題。 

第３回 H18.10 20名 実験結果を受け、歩道設置案を検
証。整備計画の比較検討。 

 H17.11.11 
アンケート調査 第 1回ワークショップ 

実験実施に向けた協議・検討 

整 備 方 針 の 決 定 

実験実施 

H18.10.1～2

アンケート調査 

H17.10 

第２回ワークショップ 

H18.9.22

H18.10.26 H18.11 

第 3回ワークショップ 

意見 主な特徴

賛成

・寺内第12号線沿いの住民に多い。
・長年、行政に対して歩道の設置を要望。
・歩道の設置位置については、東側・西側で意見がわか
れる。

反対

・一方通行化により迂回路（都市計画道路予定路線）とな
る沿道住民に多い。
・自動車等の迂回による環境悪化を危惧。
・商業者等（商店・民間駐車場・マンション経営者）は売り
上げや地代の低下を危惧。
・都市計画道路の延伸等、抜本的な交通問題の解決を求
める意見もある。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写－１  
ワークショップの開催状況 
 
 
 d）交通社会実験の実施 
寺内第12号線の整備方針を決定するため、一時的に一
方通行規制を実施し、交通の安全性や利便性、周辺に与
える影響を検証すること、並びに住民参加のもと進めて
いるこの問題を地域に広く啓発することを目的として交
通社会実験を行った。 
実験の実施にあたっては、反対住民の中に「実験を実
施すべきでない」という意見もあった事から、実験前の
アンケート調査で実験実施の賛否を確認した。その結果、
実験実施賛成が過半数であった事から、実験を実施する
こととした。また、ワークショップで実験内容の詳細を
報告し、実験方法についても確認を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
図－４ 実験前アンケート調査による実験実施の賛否 
 
実験は、日曜日と月曜日の二日にわたって実施され、
一方通行化による交通量の変化や、利用者の意識調査を
実施した。実験は、周辺住民も積極的に協力を行い、住
民が利用者へのアンケート調査を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 

写－２ 社会実験実施状況 

 c）アンケート調査の結果 
 整備に対する地域の総意を把握するため、実験前後に
計2回のアンケート調査を実施した。アンケートは、地
区住民・商業者等へ全戸配布（約4,000部）したが、回
収率は20%前後であった。これは、市で実施したその他
のアンケート調査の回収率（平均40%前後）と比較する
と低い数値となった。 

実験前のアンケート調査では、整備や実験実施に対す
る賛否を確認した。実験後は、実験をふまえた意見や事
務局で検討した整備案についての意志を確認した。なお、
実験の実施により約 8 割は意見の変化はなかったが、
14%が賛成から反対に変化した。 

 

 

 

 

図－５ 実験実施による意見の変化 
社会実験の影響としては、12号線の歩行者の安全性に
ついては、６割の人がよくなったと感じたが、自動車の
利便性については、５割の人が悪くなったと感じた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－６ 実験による影響 

 
また、迂回路沿い住民の過半数が住居周辺の騒音・振

動が悪くなったと回答した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－７ 居住地別の騒音・振動の変化 
 
整備案については、提案したいずれの案も過半数の賛
成は得られず、一方通行化による歩道設置案に対し、実
験前は過半数の賛成が得られていたが、実験後は、賛成

グループ毎に模造紙に意見をまとめる 事務局からの説明 

結果を代表者が発表 

反 対

賛 成

どちらでもない

22％　（208人）

12％　（115人）

66％　（616人）

変わらない 

80％ 

賛成→反対

14％ 
反対→賛成

6％ 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62.9% 
12 号線の 

歩行者の安全性

自動車の利便性

騒音・振動

31.9%

36.0% 49.0%

18.9%70.6% 10.4%

15.0%

5.2%

良くなった どちらでもない 悪くなった

 

1.1%

3.7%

28.2%

88.8%

40.7%

64.1%

10.1%

7.6%

55.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 号線沿い

迂回路沿い

上記以外

良くなった どちらでもない 悪くなった

N=784 

N=784 

N=784 



よくなった

67.2%

無回答

9.8%

悪くなった

0.5%

どちらとも

言えない

22.5%

どちらとも

言えない

24.9%

悪かった

0.5%
無回答

11.4%

よかった

63.2%

意見が減少した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－８ アンケート調査の結果 
 

 e）整備案の内容 
アンケートでは案４（都市計画道路の延伸）を求める

意見方が多かったが、通過交通の進入に反対する意見も
強く、合意を得るのは難しい状況であり、長期的な解決
課題であった。しかし、12 号線の歩行者の安全性向上
に対する要望は強く、早急に何らかの改善が必要と考え
られた。そのため、現在の対面通行のまま路側帯の拡幅
及びカラー化を実施する案3を実施するとした。 

この案は、12 号線歩行者の安全性は現状より向上し、
通行形態が変わらないため、環境変化が少なく、デメリ
ットも少ないことが想定された。さらに路側帯は両側に
あり、東西間の意見の対立がなく、「12 号線の歩行者
の安全性を確保してほしい」という意見と、「自動車の
利便性低下は困る」「迂回路の環境悪化は困る」という
意見との妥協案であった。ワークショップでは9割以上
がこの案に賛成であった。アンケートでは歩道設置案の
賛成者が安全性の劣る案3を反対したが、何もしないよ
りは、案3を支持するものと考えられる（案3の反対で、
案1や案2に賛成する人は6割）。 
以上の経緯をふまえ、平成 20 年度に、自動車の速度
を抑制し歩行者通行の安全性向上を図るため、センター
ラインを削除し、路側帯を拡幅するとともに側溝への蓋
掛け、電柱の移設及び路側帯のカラー化が図られた。 

（３）事後評価の結果 
 平成21年4月に、周辺地区住民を対象にこれまで実施
したバリアフリー整備の事後評価調査を実施し、378部
の回答を得た。その結果12号線の取組に対して63.2%が
良かったと回答、整備に対しては67.2%が良くなったと
回答し、一定の評価を得ることができた。 
 併せて、整備による自動車の速度抑制効果を確認
するため、整備前と整備後の自動車の通過速度を計
測した。その結果上り下りとも3km/h～7km/h の速度
低下があり、整備効果が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－９ 事後評価の結果 
３．おわりに 
 豊中市では積極的な市民参加による交通バリアフリー
を進めているが、中でも本稿で報告した事例は計画段階
から整備、事業評価まで連続した市民参加プロセスを経
たものであった。当該路線は、長年にわたり地域の課題
として賛否が分かれ、地元の合意を図ることが困難な問
題であった。そのような背景の中、交通バリアフリーの
検討を通じて様々な視点、立場の意見をふまえた計画策
定が求められ、市民参加による合意形成が積極的に図ら
れた事が今回の整備の実現と高い評価につながったもの
と考えられる。 
 なおこの問題に対してアンケート調査を実施したが回
収率は相対的に低く、地区全体としての関心度は高くな
い事が明らかとなった。これは、本地区に賃貸マンショ
ンが多く、これらの住民が無関心層であったものと想定
される。また、地区の代表者や強い賛成・反対の意見を
持った住民はワークショップで討議に参加頂いた。従来
の行政への陳情型ではなく、それぞれの立場の意見や主
張を直接聞き意見交換することが、一定の歩み寄りを持
った案に落ちついた成果の一つであると考えられる。 
 市民参加の手法等については部会を通じて検討を行っ
た。その中で部会長が自治会等との調整を行い、本取組
の周知・広報や、ワークショップの開催・社会実験の参
加を積極的に促したことも評価される。 
 一方で、計画段階では移動制約者も含めた移動円滑化
対策が求められたが、具体の事業化に進むに従い、整備
への反対意見も多くなり、総論賛成各論反対の傾向とな
った。その地区に応じた手法を活用しながら継続した市
民参加を進める事が重要である。 
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案３：対面通行路側帯拡幅案 

案２：一方通行東側歩道案 

案１：一方通行西側歩道案 

実験前のアンケート調査： 

   一方通行化による歩道設置 

46%

37%

32%

28%

23%

26%

31%

29%

31%

37%

38%

43%
実験後のアンケート調査： 
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写－３ 整備状況 
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